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発 行 七戸町農業委員会事務局 

所 在 七戸町字森ノ上１３１-４ 

電 話 ６８－２９６７ 

令和７年８月２５日、横浜町【横浜町ふれあいセンター】において【令和７年度上

十三地区農業委員会大会】が開催され、当町からは農業委員１２名、農地利用最

適化推進委員３名、合わせて１５名が出席しました。 

大会では、当町の天間俊一会長が 

永年勤続表彰者への表彰状贈呈を行い 

議事の議案第２号を読み上げました。 

また、農業委員会憲章唱和では、当町 

の中野渡勝則委員が憲章の前書きを読 

み上げました。 

議事では、「地域計画の実行に向けた 

支援に関する要望」、「担い手の営農継 

続に関する要望」、「免税経由制度の恒 

久化に関する要望」の３つの要望事項が決議されました。 

 

【令和７年度上十三地区農業委員会大会】 

８月４日から１０月２８日まで、農業委

員と農地利用最適化推進委員の７班体

制で、耕作放棄地や遊休農地の農地

パトロールを実施しました。今後は、耕

作放棄地と判断された農地の所有者

へ耕作の意思があるかどうかの通知文

書を発送します。 

管理されていない農地は、周辺農地

に悪影響を及ぼす恐れがありますので

適正な管理をお願いします。 

令 和 ７ 年 度 農 地 パ ト ロ ー ル 

裏 面 へ 続 く 



 

◎編集委員長  佐藤  秀夫   ○編集副委員長  髙田  勝信   ◆編集委員  向中野  渉   

全 国 農 業 新 聞 を 読 も う ！ 

①違反転用 
３年以下の懲役または３００万円以下の罰金 

(法人は１億円以下の罰金) 

②違反転用における現状回復命令違反 

３年以下の懲役または３００万円以下の罰金 

(法人は１億円以下の罰金) 

資材置き場にした→ 

青空駐車場にした→ 

産廃の捨て場にした→ 

建設残土の捨て場にした→ 

農業用施設を建てた→ 

違 反 転 用 で す ！ 

所有する農地に農業用施設を設置する場合、設置敷地部分の面積が２００㎡（２アール）未満であれ

ば、農地法施行規則第２９条第１号により、農地転用規制の特例規定により農地転用許可は受けなくて

もよいことになっていますので、どのような計画かをお知らせください。 

２００㎡未満の農業用施設等であると判断できた場合は、県の許可は不要ですが、農業委員会への届

出が必要となりますので、下記の手続きを行ってください。 

１．「農地の転用（農業用施設等）届出書」等必要書類一式を農業委員会へ提出 

２．農業委員会から「受理通知書」を１０開庁日以内に交付(送付)。 

３．着工して、予定期間内（変更含む）に完成し、農業委員会へ報告。 

- 全 国 農 業 新 聞 - 
～  ご 愛 読 者 の皆 様へ 、 新 聞 購 読 料 改定 の お知 ら せ  ～ 

令和８年４月１日より、下記の購読料に改定されます 

●新聞購読料  (税込)：月額９００円 (現行：月額７００円) 

●電子版購読料(税込)：月額７００円 (現行：月額５００円) 
 


